
議案第９３号

青梅市職員の旅費に関する条例の一部を改正する条例

上記の議案を提出する。

令和８年２月２４日

提出者 青梅市長 大勢待 利 明

（説明）

社会経済情勢の変化への対応を目的として、実態に即した効率的かつ適

正な旅費の支給を行うため、国家公務員等の旅費に関する法律の一部改正

を踏まえ、旅費の種目およびその支給方法等の見直しを行うほか、所要の

規定の整備を行いたいので、この条例案を提出いたします。

青梅市職員の旅費に関する条例の一部を改正する条例

青梅市職員の旅費に関する条例（昭和２６年条例第１３号）の一部を次

のように改正する。

第１条中「職員、」を「職員ならびに」に改め、「教育長（以下」の次

に「これらを」を加える。

第２条を削る。

第２条の２第３号中「在勤庁」の次に「（任命権者またはその委任を受

けた者（以下「旅行命令権者」という。）が認める場合には、その住所、

居所その他旅行命令権者が認める場所）」を加え、同条に次の３号を加え

る。

(4) 赴任 新たに採用された一般職の職員がその採用に伴う移転のため

住所もしくは居所から在勤庁に旅行し、または転任を命ぜられた職員

がその転任に伴う移転のため旧在勤庁から新在勤庁に旅行することを

いう。



(5) 旅行役務提供者 旅行業者（旅行業法（昭和２７年法律第２３９号）

第６条の４第１項に規定する旅行業者をいう。）その他の市規則で定

める者（以下この号において「旅行業者等」という。）であつて、市

と旅行役務提供契約（旅行業者等が市に対して旅行にかかる役務その

他の市規則で定めるものを旅行者に提供することを約し、かつ、市が

当該旅行業者等に対して当該旅行にかかる旅費に相当する金額を支払

うことを約する契約をいう。次条第２項において同じ。）を締結した

ものをいう。

(6) 家族 職員の配偶者（届出をしないが事実上婚姻関係と同様の事情

にある者を含む。）、子、父母、孫、祖父母および兄弟姉妹で職員と

生計を一にするものをいう。

第２条の２を第２条とする。

第１３条を第２２条とする。

第１２条を削る。

第１１条中「市長は第３条、第４条および第４条の２の規定により支給

する旅費につき、明らかに調整を要する場合は必要な調整を加えて、支給

しなければならない。」を「任命権者は、旅行者が公用の交通機関、宿泊

施設等を利用して出張した場合その他旅行における特別の事情によりまた

は旅行の性質上この条例の規定による旅費を支給した場合には、不当に旅

行の実費を超えた旅費または通常必要としない旅費を支給することとなる

場合においては、その実費を超えることとなる部分の旅費またはその必要

としない部分の旅費を支給しないことができる。」に改め、同条に次の１

項を加える。

２ 任命権者は、旅行者がこの条例の規定による旅費により旅行すること

が当該旅行における特別の事情によりまたは当該旅行の性質上困難であ

る場合には、市長と協議して定める旅費を支給することができる。

第１１条を第１９条とし、同条の次に次の２条を加える。

（旅費の返納）

第２０条 支出担当者等は、旅行者または旅行役務提供者がこの条例また

はこれにもとづく市規則の規定に違反して、旅費の支給または旅費に相

当する金額の支払を受けた場合には、当該旅費または当該金額を返納さ

せなければならない。



（通勤手当との調整）

第２１条 旅行者が、青梅市一般職の職員の給与に関する条例（昭和２６

年条例第１２号）第９条に規定する通勤手当またはこれに相当する給与

（以下「通勤手当等」という。）の支給を受けている場合であつて、旅

行の経路に当該通勤手当等が支給される区間が含まれるときは、その重

複する区間にかかる旅費は支給しない。

第１０条の３の見出し中「外国」の次に「への出張にかかる」を加え、

同条中「予算の範囲内で」を「国家公務員の例に準じて」に改め、同条を

第１８条とする。

第７条から第１０条の２までを削る。

第６条の７を次のように改める。

（家族移転費）

第６条の７ 家族移転費の額は、次の各号に規定する額による。

(1) 赴任の際、家族（赴任を命ぜられた日において同居している者に限

る。）を職員の新居住地に移転する場合には、家族１人ごとに、職員

がその移転をするものとして算定した交通費、宿泊費、包括宿泊費、

宿泊手当および着後滞在費の合計額に相当する額

(2) 前号に規定する場合に該当せず、かつ、赴任を命ぜられた日の翌日

から１年以内に家族を職員の居住地（赴任後家族を移転するまでの間

に更に赴任があつた場合には、当該赴任後における職員の新居住地）

に移転する場合には、前号の規定に準じて算定した額

２ 旅行命令権者は、公務上の必要または天災その他やむを得ない事情が

ある場合には、前項第２号に規定する期間を延長することができる。

３ 家族移転費は、その支払を証明するに足る資料を提出しなければ、支

給することができない。

第６条の７を第１７条とする。

第６条の６を次のように改める。

（着後滞在費）

第６条の６ 着後滞在費の額は、５夜分を限度として、現に宿泊した夜数

にかかる宿泊費および宿泊手当の合計額に相当する額とする。

２ 着後滞在費は、その支払を証明するに足る資料を提出しなければ、支

給することができない。



第６条の６を第１６条とする。

第６条の５を次のように改める。

（転居費）

第６条の５ 転居費の額は、次の各号に規定する方法により算定する額に

よる。

(1) 運送業者が家財の運送を行う場合には、複数の運送業者に見積りを

させ、かつ、その中から最も経済的なものを選択するとき（複数の運

送業者に見積りをさせることができない特別な事情があるときを含

む。）に限り、当該運送に要する額を転居費の額とする方法

(2) 旅行役務提供者が家財の運送を行う場合には、前号の規定にかかわ

らず、当該運送に要する額を転居費の額とする方法

(3) 旅行者が宅配便または自家用自動車もしくは道路運送法第８０条第

１項の許可を受けて業として有償で貸し渡す自家用自動車その他これ

らに類するものを利用して家財の運送を行う場合には、当該運送に要

する額を転居費の額とする方法

２ 職員または家族が他から赴任にかかる旅費の支給またはこれに相当す

る金額の支払を受ける場合には、前項の規定により算定した転居費の

額から当該支給または当該支払を受ける金額を差し引くこととする。

３ 転居費は、その支払を証明するに足る資料を提出しなければ、支給す

ることができない。

第６条の５を第１５条とする。

第６条の４を次のように改める。

（その他の交通費）

第６条の４ その他の交通費の額は、第５条第２項に規定するもの以外の

陸路による移動に要する費用とし、次に掲げる費用の合計額とする。た

だし、第２号から第４号までに掲げる費用は、公務のため特に必要とす

るものとして旅行命令権者が認めた場合または天災その他やむを得ない

事情による場合に限る。

(1) 道路運送法（昭和２６年法律第１８３号）第３条第１号イに掲げる

一般乗合旅客自動車運送事業（路線を定めて定期に運行する自動車に

より乗合旅客の運送を行うものに限る。）の用に供する自動車を利用

する移動に要する運賃



(2) 道路運送法第３条第１号ハに掲げる一般乗用旅客自動車運送事業の

用に供する自動車その他の旅客を運送する交通手段（前号に規定する

自動車を除く。）を利用する移動に要する運賃

(3) 前２号に掲げる費用以外の費用であつて、道路運送法第８０条第１

項の許可を受けて業として有償で貸し渡す自家用自動車の賃料

(4) 前３号に掲げる費用以外の費用について、実費額によることができ

ない場合には、路程１キロメートル当たり３７円の費用

(5) 前各号に掲げる費用に付随する費用

２ 前項第４号の場合には、全路程を通算して計算し、路程に１キロメー

トル未満の端数を生じたときは、これを切り捨てる。

３ 第１項第２号、第３号および第５号に規定するその他の交通費は、そ

の支払を証明するに足る資料を提出しなければ、支給することができな

い。

第６条の４を第１１条とし、同条の次に次の３条を加える。

（宿泊費）

第１２条 宿泊費の額は、別表に定める額（以下「宿泊費基準額」という。）

の範囲内における実費額による。

２ 宿泊費は、その支払を証明するに足る資料を提出しなければ、支給す

ることができない。

（包括宿泊費）

第１３条 包括宿泊費の額は、移動にかかる交通費および宿泊に要する宿

泊費の合計額の実費額による。ただし、最も経済的な通常の経路および

方法により算出した移動にかかる費用と宿泊費基準額との合計額よりも

安価な場合に限り、これを支給する。

２ 包括宿泊費は、その支払を証明するに足る資料を提出しなければ、支

給することができない。

（宿泊手当）

第１４条 宿泊手当の額は、１夜当たり２，４００円の定額を支給する。

ただし、次の各号に掲げる場合に該当するときは、当該各号に掲げる額

とする。

(1) 第１２条に規定する宿泊費に朝食または夕食にかかる費用のいずれ

かに相当するものが含まれる場合 定額の３分の２の額



(2) 第１２条に規定する宿泊費に朝食および夕食にかかる費用に相当す

るものが含まれる場合 定額の３分の１の額

(3) 移動中の宿泊において、鉄道賃、船賃、航空賃またはその他の交通

費（包括宿泊費のうちこれらに相当するものを含む。）に食費に相当

するものが含まれている場合 定額の３分の１の額

第６条の３に見出しとして「（航空賃）」を付し、同条中「現に支払つ

た」を削り、「旅客運賃」の次に「のほか、座席指定料金およびこれらに

付随する費用」を加え、同条に次の２項を加える。

２ 座席指定料金は、公務のため特に必要とするものとして旅行命令権者

が認めた場合に限り支給する。

３ 航空賃は、運賃の等級およびその支払を証明するに足る資料を提出し

なければ、支給することができない。

第６条の３を第１０条とする。

第６条の２に見出しとして「（船賃）」を付し、同条中「および」を「の

ほか、」に改め、「特別船室料金」の次に「、寝台料金、座席指定料金

およびこれらに付随する費用」を加え、同条に次の３項を加える。

２ 特別船室料金は、市長等またはそれに随行する一般職の職員が出張し、

かつ、当該特別車両料金を徴する客船を利用する場合に限り、支給する。

３ 寝台料金および座席指定料金は、当該特別船室料金を徴する客船を利

用する場合で、公務のため特に必要とするものとして旅行命令権者が認

めたときに限り、支給する。

４ 船賃は、運賃の等級およびその支払を証明するに足る資料を提出しな

ければ、支給することができない。

第６条の２を第９条とする。

第６条に見出しとして「（鉄道賃）」を付し、同条第１項中「および」

を「、寝台料金、」に改め、「座席指定料金」の次に「およびこれらの費

用に付随する費用」を加え、同条第２項中「次の各号のいずれかに該当す

る」を「公務のため特に必要とするものとして旅行命令権者が認めた」に

改め、同項各号を削り、同条第３項中「および」を「、」に改め、「副市

長」の次に「および教育長（以下「市長等」という。）またはそれに随行

する一般職の職員」を加え、同条第４項中「座席指定料金」を「寝台料金

および座席指定料金」に、「片道１００キロメートル以上の」を「公務の



ため特に必要とするものとして旅行命令権者が認めた」に改め、同条に次

の１項を加える。

５ 第２項から前項までに規定する鉄道賃は、運賃の等級およびその支払

を証明するに足る資料を提出しなければ、支給することができない。

第６条を第８条とする。

第５条中「旅費は」の次に「、旅行に要する実費を弁償するためのもの

として、前条および第８条から第１７条までに定める種目および内容にも

とづき、」を加え、「出張」を「旅行」に、「因り」を「より」に改め、

「には」の次に「、」を加え、同条を第６条とし、同条の次に次の１条を

加える。

（旅費の請求手続）

第７条 旅費（概算払にかかる旅費を含む。）の支給を受けようとする旅

行者または概算払にかかる旅費の支給を受けた旅行者でその精算をしよ

うとするものは、所定の請求書または精算書（当該請求書または精算書

に記載すべき事項を記録した電磁的記録を含む。）に必要な資料を添え

て、これを当該旅費の支出等を担当する者（以下「支出担当者等」とい

う。）に提出しなければならない。

第４条および第４条の２を削る。

第３条の見出しを「（旅費の種目）」に改め、同条第１項を削り、同条

第２項中「旅費は」を「旅費の種目は、」に、「車賃、日当、宿泊料、食

卓料」を「その他の交通費、宿泊費、包括宿泊費、宿泊手当、転居費、着

後滞在費および家族移転費」に改め、同項を同条第１項とし、同条第３項

中「鉄道の利用による路程に応じ旅客運賃等」を「、次に掲げる鉄道を利

用する移動に要する費用について、実費額」に改め、同項を同条第２項と

し、同項に次の２号を加える。

(1) 鉄道事業法（昭和６１年法律第９２号）第２条第１項に規定する鉄

道事業の用に供する鉄道およびこれに類するもの

(2) 軌道法（大正１０年法律第７６号）第１条第１項に規定する軌道お

よびこれに類するもの

第３条第４項中「船舶の利用による路程に応じ旅客運賃等」を「、海上

運送法（昭和２４年法律第１８７号）第２条第２項に規定する船舶運航事

業の用に供する船舶およびこれに類するものを利用する移動に要する費用



について、実費額」に改め、同項を同条第３項とし、同条第５項中「航空

機の利用による路程に応じ旅客運賃等」を「、航空法（昭和２７年法律第

２３１号）第２条第１８項に規定する航空運送事業の用に供する航空機お

よびこれに類するものを利用する移動に要する費用について、実費額」に

改め、同項を同条第４項とし、同条第６項中「車賃は自動車等の利用によ

る路程に応じ１キロメートル当たりの定額または実費額」を「その他の交

通費は、陸路（鉄道を除く。以下同じ。）旅行について、実費額または路

程に応じ１キロメートル当たりの定額」に改め、同項を同条第５項とし、

同条第７項を削り、同条第８項中「宿泊料は出張中の夜数に応じ１夜当た

りの定額」を「宿泊費は、公務上の必要または天災その他やむを得ない事

情により宿泊を要する場合において、旅行中の宿泊に要する費用について、

実費額」に改め、同項を同条第６項とし、同条第９項を削り、同条に次の

５項を加える。

７ 包括宿泊費は、移動および宿泊に対する一体の対価として支払われる

費用について、実費額により支給する。

８ 宿泊手当は、宿泊を伴う旅行に必要な諸雑費（朝食にかかる費用およ

び夕食にかかる費用を含む。）について、１夜当たりの定額により支給

する。ただし、第１４条各号のいずれかに該当するときは、この限りで

ない。

９ 転居費は、次の各号に該当する職員のうち市長が特に必要と認めるも

のに対し、赴任に伴う転居に要する費用について支給する。この場合に

おいて、第２項から前項までに定める旅費を合わせて支給する。

(1) 市が必要とする職に充てるため採用された職員が、その採用に伴う

移転のため、住所または居所を移転した場合

(2) 転任を命ぜられた職員が、その転任に伴う移転のため、住所または

居所を移転した場合

１０ 着後滞在費は、赴任に伴う転居に必要な滞在にかかる費用について

支給する。

１１ 家族移転費は、赴任に伴う家族の移転に要する費用について支給す

る。

第３条を第５条とする。

第２条の次に次の２条を加える。



（旅費の支給）

第３条 職員が出張し、または赴任した場合には、当該職員に対し、旅費

を支給する。

２ 市が旅行役務提供契約にもとづき旅行役務提供者に支払うべき金額が

あるときは、前項に規定する職員に対する旅費の支給に代えて、当該旅

行役務提供者に対し、当該金額を旅費に相当するものとして支払うこと

ができる。

（旅行命令）

第４条 旅行は、旅行命令権者の旅行命令によつて行わなければならない。

別表第２を削り、別表第１を次のように改める。

別表（第１２条関係）

区分
市長等またはそれに随

行する一般職の職員
一般職の職員

埼玉県・東京都・京

都府

円 円

27,000 19,000

福岡県 25,000 18,000

千葉県 24,000 17,000

神奈川県・新潟県 22,000 16,000

香川県 21,000 15,000

熊本県 20,000 14,000

北海道・岐阜県・大

阪府・広島県

18,000 13,000

山梨県・兵庫県・宮

崎県・鹿児島県

17,000 12,000

青森県・秋田県・茨

城県・富山県・長野

県・愛知県・滋賀県・

奈良県・和歌山県・

高知県・佐賀県・長

崎県・大分県・沖縄

県

15,000 11,000



付 則

（施行期日）

１ この条例は、令和８年４月１日（以下「施行日」という。）から施行

する。

（経過措置）

２ この条例による改正後の青梅市職員の旅費に関する条例（以下「改正

後の条例」という。）の規定は、施行日以後に改正後の条例第２条第３

号に規定する旅行命令権者が改正後の条例第４条に規定する旅行命令を

発する旅行について適用し、施行日前にこの条例による改正前の青梅市

職員の旅費に関する条例第１２条の規定による出張命令を発した旅行に

ついては、なお従前の例による。

３ 改正後の条例第２０条の規定は、改正後の条例またはこれにもとづく

市規則の規定に違反して旅費の支給を受けた場合について適用する。

（青梅市議会議員の議員報酬および費用弁償等に関する条例の一部改正）

４ 青梅市議会議員の議員報酬および費用弁償等に関する条例（昭和３１

年条例第１５号）の一部を次のように改正する。

第５条第２項中「車賃、日当、宿泊料、食卓料」を「その他の交通費、

宿泊費、包括宿泊費および宿泊手当」に改める。

（青梅市議会議員の議員報酬および費用弁償等に関する条例の一部改正

に伴う経過措置）

５ この条例による改正後の青梅市議会議員の議員報酬および費用弁償等

に関する条例の規定は、施行日以後に旅行命令を発する旅行について適

用し、施行日前に出張命令等を発した旅行については、なお従前の例に

宮城県・山形県・栃

木県・群馬県・福井

県・岡山県・徳島県・

愛媛県

14,000 10,000

岩手県・石川県・静

岡県・三重県・島根

県

13,000 9,000

福島県・鳥取県・山

口県

11,000 8,000



よる。

（青梅市非常勤の特別職の職員の報酬および費用弁償に関する条例の一

部改正）

６ 青梅市非常勤の特別職の職員の報酬および費用弁償に関する条例（昭

和３１年条例第１６号）の一部を次のように改正する。

第５条第２項中「車賃、日当、宿泊料および食卓料」を「その他の交

通費、宿泊費、包括宿泊費および宿泊手当」に改める。

第５条の２中「車賃」を「その他の交通費」に改める。

（青梅市非常勤の特別職の職員の報酬および費用弁償に関する条例の一

部改正に伴う経過措置）

７ この条例による改正後の青梅市非常勤の特別職の職員の報酬および費

用弁償に関する条例の規定は、施行日以後に旅行命令を発する旅行につ

いて適用し、施行日前に出張命令等を発した旅行については、なお従前

の例による。

（調査等に出頭した者および公聴会に参加した者の実費弁償に関する条

例の一部改正）

８ 調査等に出頭した者および公聴会に参加した者の実費弁償に関する条

例（昭和２６年条例第３５号）の一部を次のように改正する。

第３条第２項中「、車賃および日当」を「およびその他の交通費」に

改める。

（調査等に出頭した者および公聴会に参加した者の実費弁償に関する条

例の一部改正に伴う経過措置）

９ この条例による改正後の調査等に出頭した者および公聴会に参加した

者の実費弁償に関する条例の規定は、施行日以後に旅行命令を発する旅

行について適用し、施行日前に出張命令等を発した旅行については、な

お従前の例による。

（青梅市会計年度任用職員の報酬等に関する条例の一部改正）

１０ 青梅市会計年度任用職員の報酬等に関する条例（令和元年条例第

１５号）の一部を次のように改正する。

第５条第２項中「車賃、日当、宿泊料および食卓料」を「その他の交

通費、宿泊費、包括宿泊費および宿泊手当」に、同条第４項中「車賃」

を「その他の交通費」に改める。



（青梅市会計年度任用職員の報酬等に関する条例の一部改正に伴う経過

措置）

１１ この条例による改正後の青梅市会計年度任用職員の報酬等に関する

条例の規定は、施行日以後に旅行命令を発する旅行について適用し、施

行日前に出張命令等を発した旅行については、なお従前の例による。


